
　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
に

な
る
前
日
に
、
会
社
の
健
康
保
険

や
共
済
組
合
な
ど
の
被
扶
養
者

だ
っ
た
方
は
、
均
等
割
が
９
割
軽

減
さ
れ
、
所
得
割
が
課
せ
ら
れ
ま

せ
ん（
年
額
４
、５
０
０
円
）。

納
付
方
法

■
普
通
徴
収

　

７
月
中
旬
に
送
付
す
る
納
付
書

ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
り
納
め
て

い
た
だ
き
ま
す
。

納期限

期　

別

納
期
限

第
1
期

７
月
31
日（
金
）

第
2
期

８
月
31
日（
月
）

第
3
期

９
月
30
日（
水
）

第
4
期

11
月
２
日（
月
）

第
5
期

11
月
30
日（
月
）

第
6
期

12
月
25
日（
金
）

第
7
期

２
月
１
日（
月
）

第
8
期

２
月
29
日（
月
）

■
特
別
徴
収

　

次
の
全
て
に
該
当
す
る
方
は
、

原
則
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す

（
年
６
回
偶
数
月
）。

・
年
額
18
万
円
以
上
の
公
的
年
金

受
給
者

・
介
護
保
険
料
を
特
別
徴
収
さ

れ
、
介
護
保
険
料
と
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
の
合
算
額

が
年
金
支
給
額
の
２
分
の
１

を
超
え
な
い
方

■
口
座
振
替
選
択
制
度

　

保
険
料
の
特
別
徴
収
を
中
止
し
、

口
座
振
替
で
納
付
し
た
い
方
は
、

預
金
通
帳
、通
帳
印
、保
険
証
を
持

参
し
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

普通徴収の方は、

便利で確実な

口座振替の手続きを！

　口座振替の手続きは、役場または金

融機関に直接申し込んでください。国

民健康保険税を口座振替で納めていた

方も再度手続きが必要です。

保
険
料
（
平
成
26
・
27
年
度
） 

　

保
険
料
率
は
、
２
年
ご
と
に
見

直
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。
平
成

26
・
27
年
度
の
保
険
料
率
も
医
療

費
の
増
加
な
ど
を
反
映
し
、
改
正

さ
れ
て
い
ま
す
。

■
均
等
割
額
の
軽
減

■
所
得
割
額
の
軽
減

　

所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
33
万

円
を
引
い
た
金
額
が
58
万
円
以
下

の
方
は
所
得
割
額
が
５
割
軽
減
さ

れ
ま
す
。

■
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
の
保
険
料

の
特
例
（
国
民
健
康
保
険
お
よ

び
国
民
健
康
保
険
組
合
加
入
者

は
除
く
。）

●問い合わせ　　・県後期高齢者医療広域連合　　 ０５２－９５５－１２２７

　　　　　　　　・役場　保険医療課　内線１５３

後期高齢者
医療制度の保険料

保険料

45,761円

均等割額

（所得金額－ 33万円）×9 %

所得割額

均等割額 所得割率 保険料の上限額

平成26・27年度 45,761円 ９％ 57万円

平成24・25年度 43,510円 8.55％ 55万円

世帯主と被保険者の総所得金額などの合計額が
次の金額以下の世帯

軽減割合
軽減後の
均等割額

33万円以下（被保険者全員の年金収入が
80万円以下でその他の所得がない場合）

９割軽減 4,576円

33万円以下（９割軽減に該当しない場合）8.5割軽減 6,864円

33万円＋（26万円×被保険者数）以下 ５割軽減 22,880円

33万円＋（47万円×被保険者数）以下 ２割軽減 36,608円

※65歳以上の方の公的年金所得は、
　年金所得から15万円を控除した額で判定
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医
療
機
関
の
窓
口
で

支
払
う
自
己
負
担
割
合

　

医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う
一

部
負
担
金
は
、
か
か
っ
た
医
療
費

の
１
割
で
す
。
た
だ
し
、
住
民
税

課
税
所
得
が
１
４
５
万
円
以
上
あ

る
世
帯
の
方
は
３
割
負
担
で
す
。

　

医
療
費
が
自
己
負
担
限
度
額
を

超
え
た
と
き
は
、
後
か
ら
高
額
療

養
費
と
し
て
差
額
を
返
金
し
ま
す

の
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　

提
示
す
る
と
医
療
機
関
で
の
自

己
負
担
額
が
減
額
さ
れ
る
「
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」
の
申
請
が
で
き
ま
す
。
現
在

お
持
ち
の
方
で
、
８
月
以
降
も
対

象
と
な
る
方
に
は
７
月
中
に
郵
送

し
ま
す
。

負担区分

自己負担限度額
（１か月あたり）

外来
（個人
単位）

外来＋入院
（世帯単位）

３
割
負
担

現役並み
所得者

44,400円

80,100円

医療費が267,000
円を超えた場合
はその１％を加
算（過去12か月で
高額療養費の支
給が４回目以降
は44,400円）

１
割
負
担

一　般 12,000円 44,400円

低所得者
（住民税
非課税
世帯）

Ⅱ

8,000円
24,600円

Ⅰ 15,000円

　平成27年度国民年金保険料免除などの受付

を７月１日から開始します。免除対象期間は、

平成27年７月分から平成28年６月分までです。

　申請時点の２年１か月前の月分までさかの

ぼって免除申請ができます。経済的な理由で国

民年金保険料の納付が困難な場合や、過去に申

請を忘れていたなど未納期間がある方は、問い

合わせ先へ相談してください。

　なお、免除申請期間に対応する前年所得に基

づいて所得審査が行われますが、免除が承認さ

れない場合もありますのでご了承ください。

■持ち物　年金手帳、印鑑

失業などの特例免除を申請する場合…

雇用保険受給資格者証または雇用保険被保

険者離職票のコピー

※過年度分の免除などを申請する際、申請

期間に対応する前年の課税・非課税証明書

などが必要になる場合があります。

■申請先・問い合わせ

　・役場　保険医療課　内線１５５

　・半田年金事務所

　　 ０５６９－２１－２３７５

平成27年度

国民年金保険料免除などの受付開始

　平成27年７月31日が有効期限の母子家庭等

医療費受給者、後期高齢者福祉医療費受給者

（障害者手帳・療育手帳を持っている方を除

く。）へ「更新申請書」などを郵送し、６月末日

までに保険医療課へ提出していただくように

案内しています（母子家庭等医療費受給者証を

持っている方で、平成27年１月１日現在東浦

町に住所がない方は前住所地で発行された所

得証明書の添付が必要）。

　「更新申請書」などの提出がないと新しい受

給者証の発行ができません。提出がまだ済んで

いない方は早急に提出をお願いします。引き続

き対象となる方には、７月下旬に新しい受給者

証を送付します。

■問い合わせ　保険医療課　内線１５３

医療費受給者証の更新

　現在使っている被保険者証の有効期限は

７月31日です｡８月からは被保険者証の色

が若草色に変わります｡新しい被保険者証

は７月中に郵送します。

被保険者証
の更新

若草色
です！
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